
 

 

「高齢者に関する公衆衛生業務経験」について 

～「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正から～ 

 

１ 厚生労働省通知「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正 

  地域包括支援センターに、保健師に準ずる者として配置される看護師の条件について、

次の改正があった。 

 「保健師に準ずる者については、平成 31 年度より、上記①（「保健師に準ずる者として、

地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。なお、この経験のある看護師には准

看護師は含まないものとする。」）かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を１年以上有

する者とする。」 

 

２ 公衆衛生業務経験にかかる厚生労働省の見解 

  厚生労働省から「公衆衛生業務」の定義は示されていない。大阪府福祉部高齢介護室介

護支援課からの問い合わせに対し、近畿厚生局地域包括ケア推進課は、次の旨、回答。 

 「公衆衛生業務に関わっているか等の判断は、運営協議会で諮り判断されたい。」 

 

３ 大阪市における「公衆衛生業務経験を１年以上有する者」の取扱い 

  厚生労働省から「公衆衛生業務」の定義が示されていないことから、本市としては、こ

れまでの「保健師に準ずる者」の条件を市独自に大きく変更することにより、地域包括支

援センターの円滑な運営に支障を来たしてしまうということがないよう、「公衆衛生業務」

を既定の条件である「地域ケア、地域保健等」に読み替えることとする。 

  

  読み替えの結果、大阪市における、保健師に準ずる者として配置される看護師の条件を

整理すると以下のとおり。 

 

 （旧）平成 30年度以前 

  地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。なお、この経験のある看護師には 

准看護師は含まないものとする。 

 

 （新）平成 31年度以後 

  高齢者支援を含む地域ケア、地域保健等に関する経験を概ね１年以上有する看護師。 

なお、この経験のある看護師には准看護師は含まないものとする。 

 

  

 






